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◎本書の構成◎
①　まず、第一編「総　論」においては、株主関契約の法的性質を解析する

ことに重点を置き、第一部で、名義株の株主は名義借主か名義貸主かの判

定に関する著名な最高裁判決が、株式発行に資金を投下した者であると判

示していると称されているけれども、実は、そのように資本の論理で理解

するのは誤りであり、最高裁判所は名義貸主と名義借り主との合意内容に

よって決せられる、つまり民法的論理によって決せられているとしている

ことを明らかにします。

②　第一編第二部においては、株主間契約は民法上の債権契約だから会社に

法的効力を及ぼすことはないとする見解は誤りであって、会社にさまざま

な法的影響を与えるだけでなく、会社に法的効力を及ぼすことがあること

を明らかにします。

③　第一編第三部においては、株主間契約の種類の検討を通して、株主間契

約と定款、種類株式、さまざまな株主間契約に類似する諸形態との比較検

討を行い、株主間契約の法的有用性を解析します。

④　第二編「株主間契約の効力」第一部は、第 １章において議決権拘束株主

間契約の法的効力の解析を行い、第 ２章で株主間契約の履行強制力を明ら

かにし、同第二部で株主間契約の民事執行法上の強制執行、民事保全法上

の仮地位仮処分における位置づけを検討し、特に株主総会における議決権

行使についての意思表示を求める強制執行と仮処分を解析します。

⑤　第三編「各　論」に入り、従業員持株会が親族外事業承継の主体となる

ことができないかを主要なテーマとしてその法的税法的問題を検討するこ

とを目的に、まず第 １章（牧口晴一執筆）では、一般社団法人を用いる方

策が主として税法面から検討され、第 ２章では方法第 １として、資金力が

ない従業員持株会がいかにして母体会社（株式発行会社）を EBOするかと

いう観点から従業員持株会を株式会社に転換する方法を明らかにして、株

主間契約を用いて LBO、EBOする方法を解説し、第 ２章 ４の方法第 ２で

は母体会社に負債がある場合の EBOを明らかにし、第 ３章の方法第 ３で

は信託を用いた吸収信託分割によって 5年ないし１０年かけて少しずつ母体

会社の株式を従業員株式会社に移転する方法を解説します。

xi

はしがき
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